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保護者 様 
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気象警報発表時の児童に対する措置について 

 

 「三木市」に大雨・洪水・暴風・大雪の警報が発表された場合（波浪警報は除く）

に、下記のとおりの対応とします。ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

 

記 

 

 １ 午前７時の時点で「警報」が発表されている場合 

臨時休校になります。 

     休校日の翌日は、特に連絡がない場合は「時間割通り」とします。 

 

２ 在校時に警報が発表された場合 

     学校が、すみやかに下校させるか、学校で待機させるかを気象状況に応じて

判断し、すぐーる（一斉配信）でお知らせします。 

 

  

   

報道機関によっては、発表される情報量がこれまでより格段に多くなるため、テレ

ビやラジオ放送、インターネットでは、これまでどおりの「播磨南東部」等の市町を

まとめた地域で報道されることがあります。 

 特に、「播磨南東部」等に警報が発表されたとの報道があった場合でも、“三木市”に

警報が発表されていない場合もありますので、十分確認をしていただきますようお願

いいたします。 

【注意！】 


